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提案書及び見本作品作成要領 

 

資料３ 
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【資料３】 

 

令和７年度電波媒体クロスメディア推進事業業務委託に係る提案書及び見本作品 

作成要領 

 この要領は、令和７年度電波媒体クロスメディア推進事業業務委託に係る企画提案競技実

施要領の４の（７）のアの（ア）の企画提案書及び（イ）見本作品について定めるものであ

る。 

 

１ 目的 

  県政テレビ広報番組、ＹｏｕＴｕｂｅ用動画、ＹｏｕＴｕｂｅ用ショート動画及びＹｏ

ｕＴｕｂｅ広告等業務を実施するための専門的な知識や能力を審査し、受託候補者を選定

するため、提案書と見本作品を作成する。 

 

２ 企画提案書の仕様 

（１）県政テレビ広報番組 

  番組名称と１回当たりの開始から終了までの企画案（テーマの切り口等）を提示するこ 

と。 

 （ア）別添【資料２】令和７年度電波媒体クロスメディア推進事業業務委託仕様書（以下

「仕様書」という。）のⅡの１の県政テレビ広報番組の構成に沿ったものとする。 

（イ）仕様書のⅡの１の本編（２分３０秒程度）のテーマは、「空き家の増加抑制と利活用

の促進（空き家対策総合推進事業）」とする。 

（ウ）企画案（テーマの切り口）については、「～大変革の時代～新秋田元気創造プラン」

第５章基本施策 基本政策２生活環境 目指す姿２快適で暮らしやすい生活の実現 

施策の方向性④空き家対策の推進（秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」

からダウンロードできます。）を参照するとともに、必要に応じて取材を行うなどして

作成すること。 

（エ）上記番組制作を想定した、タイトルを提示すること。 

（オ）「お知らせコーナー」の内容は指定しないので、秋田県公式ウェブサイト「美の国あ

きたネット」等のお知らせを参考に提示すること。 

（カ）番組宣伝ＣＭの企画案を併せて提示すること。 

（キ）県政テレビ広報番組の視聴率を上げる独自企画があれば、提案して構わない。 

（２）ＹｏｕＴｕｂｅ用動画（見本作品を作成すること。） 

  ＹｏｕＴｕｂｅ用動画の１回当たりの開始から終了までの企画案（テーマの切り口、動

画の尺等）を提示すること。 

（３）ＹｏｕＴｕｂｅ用ショート動画 

  ＹｏｕＴｕｂｅ用ショート動画の１回当たりの開始から終了までの企画案（テーマの切

り口、動画の尺等）を提示すること。 
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（４）ＹｏｕＴｕｂｅ広告を含むＳＮＳ広告 

  ターゲットに効果的な手法と広告案を提案すること。 

 （ア）広告案は２の（２）で制作した見本作品を使用し、提示しても構わない。 

 （イ）広告の種類や広告効果を明確にすること。 

 （ウ）広告表示回数の目標値は、年間２，５００，０００回以上とする。 

 （エ）動画総視聴回数の目標値を提示すること。 

 （オ）（ウ）（エ）の目標を達成するような出稿回数を提案すること。 

 （カ）その他、仕様書のⅡの１により制作した県政テレビ広報番組、仕様書のⅡの

２により制作したＹｏｕＴｕｂｅ用動画の視聴回数が伸びるような独自企画が

あれば、提案して構わない。 

（５）制作体制に関すること 

  制作体制に係る体系図を作成すること。制作管理部門と制作部門との関係性を明らかに

した上で、県（広報広聴課）との連絡担当者を明示すること。 

（６）その他 

  企画提案書の用紙はＡ４タテ・左綴じで作成すること。 

 

３ 見本作品の仕様 

ＹｏｕＴｕｂｅ用動画の見本作品を作成し、ＤＶＤで１部提出すること。 

（ア）提出は１案とし、未発表の作品に限る。 

（イ）見本作品は仕様書のⅡの２のＹｏｕＴｕｂｅ用動画に沿ったものとする。 

（ウ）見本作品のテーマは県政テレビ広報番組のテーマと同様に「空き家の増加抑制と利

活用の促進（空き家対策総合推進事業）｣とするが、ＹｏｕＴｕｂｅ視聴者に響くよう、

県政テレビ広報番組とは異なった切り口で、制作すること。 

 （エ）見本作品内で音楽を使用する場合は、実際の動画で使用する曲以外のものでも構わ

ないが、参加者の責任で用意すること。 

    

４ その他 

（１）見本作品の作成に係る費用の負担 

見本作品の作成に係る費用として、参加者の請求に基づき、１者当たり１０，０００

円を支払う。なお、その支払手続は、別途行う。 

 

（２）遵守事項 

見本作品の制作に当たり、著作権等の法令又は公正な企画提案競技の確保等について、

参加者が遵守すべき事項は、令和７年度電波媒体クロスメディア推進事業業務委託に係

る企画提案競技実施要領に準じる。 


